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植栽管理業務・法面草刈業務委託特記仕様書 
 
１　業務概要 
(1)　業務名　：令和８～１０年度広島県消防学校植栽管理業務・法面草刈業務 

(2)　履行場所：広島市安佐北区倉掛二丁目３３番２号 

(3)　履行期間：令和８年４月１日から令和１１年３月３１日 

(4)　業務仕様 

ア　本仕様書に記載されていない事項は、広島県植栽管理業務委託共通仕様書（以下

「共通仕様書」という。）による。 

イ　本仕様書及び共通仕様書に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。 
ウ　発注者の都合、関係する植栽の破損等により、施設管理担当者が必要と認めた場

合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。 

カ　本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、その職

を退いた後も同様とする。 

ク　本仕様書の・印、※印又は・印で箇条書きされた選択事項のうち、本業務で適用

する事項は、※印及び・印の付いたものとする。 

 
(5)　対象業務　 

本仕様書の対象業務は次のとおりとする。 

作業範囲は別図のとおり。 
○・　樹木剪定（実施回数：１回）　 

○・中高木等の剪定 
○・低木・生垣等刈り込み 

○・　病害虫駆除、防除　（実施回数：２回） 
○・　施肥　（実施回数：２回） 
○・　病害虫駆除,防除，薬剤散布　（実施回数：　２回） 
○・　施肥　（実施回数：２回） 
○・　除草　（施設管理担当者と協議） 
○・　芝刈り（機械刈り）　（実施回数：２回） 
○・　潅水　（施設管理担当者と協議） 
○・　法面草刈　（実施回数：１回） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　　対　象　植　栽　等 　　　数　　量

 　花　壇　・　植　込　み 　　　　８４０　㎡

 　立　樹 　　　　　６７　本

 　高　麗　芝 　　２，０４３　㎡

 　法　面　草　刈 　　７，６０３　㎡
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２　作業計画書、作業日誌の提出 
(1)　契約後、作業計画書を事前に施設管理担当者に提出し承諾を受けること。この場合、

作業計画書には次の事項について記載しなければならない。ただし、少量の剪定委託

業務等、簡易な作業においては、施設管理担当者の承諾を得て記載内容の一部又は全

部を省略することができる。 
ア　作業概要 
イ　作業計画表（計画工程表） 
ウ　現場組織表（連絡体制） 
エ　安全管理対策 
オ　主要機材、資材 
カ　作業方法（仮設備計画等含む） 
キ　作業管理計画（工程管理、品質管理、写真管理） 
ク　緊急時の体制及び対応 

(2)　作業の進捗、労務者の就業、材料の搬入、使用機材、天候等を示す作業日誌を施設

管理担当者の指示により作成し、提出すること。 
 
３　作業完了報告書の提出 
　　作業完了後、作業状況（作業前、作業中、作業終了後）の写真を添付のうえ、作業完

了報告書を提出すること。 
病害虫駆除、防除及び施肥業務の場合は、使用薬剤、肥料の納入時及び作業が全て完

了した時点の資材の空き缶等の写真並びに使用薬剤、肥料の品質、出荷状況等を証明す

る書類を添付すること。 
 
４　使用肥料 

肥料の使用は、樹木の種類や時期に応じて、適切なものを使用すること。 
 
 
 


